
お問い合わせ先
保健所 衛生課 環境衛生担当
電話 0467-38-3317（直通）

●マイクロチップの装着はなぜ必要？
保健所には迷子のペットが収容されます。
また飼っているペットがいなくなったという相談もたくさん寄せられています。
今まで逃げたことのないペットでも、雷や花火の音でパニックを起こして逃げ出したり
隙に放れてしまったりと、日常生活の中でも迷子になってしまう可能性は十分あります。
このような時に役立つのが、ペットの「個体識別」であり、その一つの方法として
マイクロチップの装着があります。

●マイクロチップを入れるメリットは？
マイクロチップは、外れることのない「小さな名札」です。
「迷子」になっても、保護されたときに身元がすぐに確認できます。
「盗難」にあった場合も、確実な身元証明になります。
「地震」などの災害ではぐれたとしても、飼い主のもとに戻る可能性が高くなります。

●マイクロチップの装着方法
動物病院の獣医師にご相談ください。

（装着料金は各動物病院にお問い合わせください。）

●データ登録を忘れずに！
犬または猫にマイクロチップを装着したときは、
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクチップ情報登録」サイトで、その他の動物に
ついては民間の情報登録サイト（（公社）日本獣医師会 AIPO、Fam、ジャパンケネルク
ラブ等）で登録してください。

茅ヶ崎市でペットを飼われている皆さん！


